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会長報告（会員情報）
篠島弘会員のご息女で、篠島由一会員のお姉さんで在られます篠

島亜里氏が宇宙飛行士の眼病発症メカニズムの解析などの業績が

評価され、米国航空宇宙医学会から表彰されました。今後ますま

すのご活躍をお祈り申し上げます。

幹事報告
1.役員・理事各委員長の皆様にご連絡い

たします。12月2日木曜日午後5時30分か

ら第11回理事会、午後6時30分から第4回

クラブ協議会が開催されますのでお忘れ

ないようにお願い致します。なお、出欠

の返信は来週の木曜日25日までとなって

おります。 

2.先週もお伝えしましたが、ネームプレートケースを用意しまし

た。お帰りの際は、そのケースに収納していただきますようお願

い致します。 

3.次週11月25日の第3267回例会は、休会となります。

前回のプログラム [ 講師卓話 ]

－ ファミリーサポートセンターについて －
【青少年奉仕委員会担当例会】

子育て応援課　　　　　　

包括支援センター　

コーディネーター　　　　

内田 敏恵 様

講師の内田様、そして子育

て応援課課長の中寺様をお

招きし、子育て世代包括支

援事業に関しましてご講演

いただきました。社会や地

域の変化により、子育てが

難しい環境になり始めてい

る中、行政として、地域と

連携し「安心の子育て環

境」の構築につなげる事業

内容をお話し頂きました。

＼(^o^)／ニコニコBOX報告（敬称略）

奥山かおる・坂本和繁・篠島弘 

＜小計17,000円・合計403,000円＞

編集／クラブ会報委員会　　発行日：令和3年11月18日

出席報告　　　11月18日

会員数 病欠 免除 出席 欠席 出席率

84名 0名 7名 44名 40名 52%

■ゲスト ： 子育て応援課 包括支援センター 

コーディネーター　内田　敏恵　様 

子育て応援課 課長　中寺　静江　様

第3266回　例会報告　令和3年11月18日（木）

会長挨拶
11月も半ばになり、年内の例会も本日を含めて残り5回となりました。感染症の状況からは来月の忘年会は予定

通り開催できそうでありますので、多くの会員の皆さんにご参加いただき、大いに盛り上がりたいと思います。 

本日は私の仕事分野に係ることについて、有料級のお話でありますが無料でお話しします。皆さん、令和3年度

の税制改正において「電子計算機を使用して作成する国税帳簿関係書類の保存方法等の特例に関する法律」の改

正が行われ、帳簿書類を電子的に保存する際の手続き等について、抜本的な見直しがされたことをご存じでしよ

うか？改正されたものは大きく分けて3区分となっており、①電子帳簿等保存に関する改正②スキャナ保存に関

する改正③電子取引に関する改正となっております。その中で、ECサイトから物品等を購入する会社や個人事業

者全てに関係するのが③の電子取引に関する改正であり、その話をします。これまで電子取引の情報について、

プリンター等で出力した紙を証憑書類として保存することが法人税法、所得税法で認められておりました。しか

し、上記改正により令和4年1月1日の施行以降、その保存方法は認められません。どういうことかといいます

と、その取引情報を紙ではなく電磁的記録により保存することが、売り上げが1千万円以下の事業者を除き、強制適用になるということ

です。また、電磁的記録により保存等する場合には見読可能装置の備え付け、検索機能の確保等種々の要件があり、コストのかかるタ

イムスタンプを使用しない場合は「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」を定めなければならず、経理事務の

負担増となります。さらに、税務調査時にはDLに応じなければならず、とんでもない改悪だという見方もできます。大手会計ソフトシ

ステムベンダーでは、電子取引データ保存機能及びスキャナ保存機能搭載にバージョンアップしつつあり、そういう会計ソフトを最新

バージョンで使いこなしているのであれば、システム的には問題ないと思いますが、今までとは違った運用方法、作業が求められるこ

とになります。また、そういう方法によらない方法として、アマゾンなどは購入履歴がクラウド内に残っており、手間と時間はかかり

ますが、これを1年分まとめて出力し、検索可能なエクセルファイルで保存しておけばそれでOKであります。アマゾンはこれが可能です

が、他のEC業者によってどう対応できるかはまちまちのようです。また、逆に自社の請求書等をメールに添付したPDF等での送付のみと

している場合も検索、保管のしやすい形式によるなどの配慮が必要と思われます。いずれにしましても、この要件を満たさない場合で

悪質なケースは最悪青色申告の取り消しということにも考えられ、大きな不利益をこうむりますので注意が必要です。


